
船舶事故調査報告書 

令和７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和６年７月１６日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県宜
ぎ

野
の

湾
わん

市宜野湾漁港北西方沖 

 宜野湾港北防波堤灯台から真方位０４８°１,６００ｍ付近 

（概位 北緯２６°１７.３′ 東経１２７°４４.２′） 

事故の概要  漁船新海
しんかい

丸は、航行中、干出岩に乗り揚げた。 

事故の経過 令和６年７月１８日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 新海丸、１５.９５トン 

 ＯＮ２－０９５３（漁船登録番号）、個人所有 

 第２９６－２３１５２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 舵軸下の支え板の下面に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮時、潮高 約８１cm（那覇） 

太陽の高度及び方位：高度 ３４.２°、方位 ０８１.１° 

 事故の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、業務を終え、宜野湾漁港に帰港

する目的で、ＧＰＳプロッターを表示させ、宜野湾漁港北西方沖を約

６ノットの対地速力で東進していた。 

船長は、宜野湾漁港入口の防波堤突端付近にある白色で塗装されて

いる消波ブロックを視認できたので、周囲の船舶の状況を確認しよう

とリモコンダイヤルを持って操舵室の前に出て、目視で周囲を見なが

ら本船を右転させ、しばらく同漁港の入口に向かって航行していた。 

船長は、太陽の海面反射により、海面下のさんご礁などが見えにく

いと思っていたところ、本船が宜野湾港入口西北西方沖の干出岩（以

下「本件干出岩」という。）に乗り揚げた。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 航行経路図 

 

船長は、後進で自力離礁しようとしたものの、離礁できなかったの

で、浸水がないことを確認した後、高潮時に僚船に引き出してもらえ

ば離礁できると思い、僚船に救援を要請した。 

本船は、救援を要請した僚船とは別の僚船が来援して引き出され、

宜野湾漁港に自力で帰港した。 

船長は、本事故前に本船を右転させた後、さんご礁などの浅所は、

目視でも色の違いにより判別できると思い、ＧＰＳプロッターを確認

せずに操船を続けたが、太陽光の海面反射により海面下が見えにくい

状況であった。 

船長は、操舵室内に窓枠による死角があるので、出入港時は操舵室

の外に出て操船を行うようにしていた。 

海図Ｗ１２７７（宜野湾港）には、宜野湾漁港入口の西北西方沖約

４５０～５５０ｍに本件干出岩が記載されている。 

本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

分析 本船は、宜野湾漁港に向けて南東進中、本件干出岩に乗り揚げたも

のと考えられる。 

リモコンダイヤルで操船していた船長は、操舵室の前に出て目視の

みで見張りを行っていたことから、太陽光の海面反射及び海水の濁り

により海面下が見えにくかったものと考えられる。 

船長は、さんご礁などの浅所が、目視でも色の違いにより判別でき

ると思ったことから、ＧＰＳプロッターで船位を確認していなかった

ものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、宜野湾漁港に向けて南東進中、太陽光の海面反

射及び海水の濁りにより海面下が見えにくい状況下、船長が、目視の

みで見張りを行い、ＧＰＳプロッターにより船位を確認しなかったた

め、本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 



船長は、さんご礁などの浅所が、目視でも色の違いにより判別でき

ると思い、ＧＰＳプロッターで船位を確認せずに操船を続けたものと

考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・船長は、浅所の散在する海域を航行する際は、操舵室の外で操船

する場合も、適宜ＧＰＳプロッターにより船位を確認すること。 

・船長は、事故発生後、速やかに海上保安庁へ通報すること。 

 


